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○南会津町介護用品給付事業実施要綱

平成18年３月20日

告示第98号

（目的）

第１条 この告示は、在宅の要援護高齢者に対し介護用品を給付することにより、当該要

援護高齢者及びその介護家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図ることを目的と

する。

（対象者）

第２条 この事業の対象者は、南会津町に居住する在宅の介護保険法（平成９年法律第123

号）の規定による要支援又は要介護の認定を受けている者とする。

（受給者証の交付申請）

第３条 介護用品の給付を受けようとする者は、あらかじめ、介護用品給付事業受給者証

交付申請書（様式第１号）により町長に申請しなければならない。この場合において、

町長が適当と認めたときは、本人に代わってその家族が申請することができる。

（受給者証の交付）

第４条 町長は、前条の申請書が提出された場合は、必要な調査を行い、給付を受けるこ

とができる者と認定したときは、その者に対し介護用品給付事業受給者証（様式第２号。

以下「受給者証」という。）を交付する。

２ 受給者証の交付日は、町長が受給者証の交付を決定した日の属する月の翌月の初日（受

給者証の交付を決定した日が月の初日であるときは、その日）とする。

（給付）

第５条 町長は、受給者に対し、別表に掲げる介護用品を給付する。

（受給者証の再交付）

第６条 受給者は、受給者証を破損し、又は紛失したときは、介護用品給付事業受給者証

再交付申請書（様式第３号）を町長に提出し、受給者証の再交付を受けなければならな

い。

（受給者証の返還）

第７条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに介護用品給付事業受

給者証返還届書（様式第４号）に受給者証を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 在宅の要支援又は要介護の認定を受けた者でなくなったとき。

(2) 町の区域内に住所を有しなくなったとき。

２ 受給者が死亡したときは、戸籍法（昭和22年法律第224号）の規定による死亡の届出義

務者が速やかに前項の届書に受給者証を添えて、町長に届け出なければならない。

（給付券）

第８条 町長は、受給者に対し、介護用品給付事業給付券（様式第５号）を発行するもの

とする。

２ 受給者は、前項の給付券と引き換えに別表に定める介護用品を町長が指定する薬局等

から受け取るものとする。

３ 給付券は、四半期ごとに発行するものとする。

（支払）

第９条 町長は、薬局等から介護用品給付事業給付納品書兼介護用品受領書（様式第６号）

及び請求書が提出された場合は、その内容を審査し支払を行うものとする。

（譲渡及び担保の禁止）

第10条 介護用品給付事業の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはな

らない。

（不法行為による給付の返還）
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第11条 町長は、受給者が偽りその他不正の行為によって給付を受けたときは、その者か

ら当該給付を受けた介護用品に相当する金額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

（その他）

第12条 この告示に定めるもののほか、介護用品給付事業の実施に関し必要な事項は、町

長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、平成18年３月20日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の家族介護支援特別事業（介護用品支給事

業）実施要綱（平成14年田島町要綱）又は舘岩村家族介護支援事業実施要綱（平成13年

舘岩村告示第８号）の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告

示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表（第５条関係）

給付品目 介護度 住民税課税・非

課税の別

給付金額

紙おむつ

尿取りパット

使い捨て手袋

清拭剤

ドライシャンプー

要支援１又は要支援２ 課税 １箇月 2,000円

非課税 １箇月 3,000円

要介護１、要介護２又は要介護３ 課税 １箇月 3,000円

非課税 １箇月 4,000円

要介護４又は要介護５ 課税 １箇月 4,000円

非課税 １箇月 5,000円
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